
（別紙２） 

 

表彰の対象分野 

 

 

１ 「海洋立国日本の推進に関する特別な功績」分野 

 

（担当：文部科学省、農林水産省、経済産業省、国土交通省及び環境省） 

 

（１）「普及啓発・公益増進」部門 

  ・海洋に関する普及啓発・公益増進の著しい功績 

      

（２）「科学技術・学術・研究・開発・技能」部門 

・海洋に関する優れて画期的な科学技術・学術・研究・開発・技能の成果 

 

（３）「産業振興」部門 

・海洋に関する産業分野での優れて画期的な経営革新等 

 

（４）「地域振興」部門 

  ・海洋に関する分野での優れて画期的な地域振興施策 

  

 

２ 「海洋に関する顕著な功績」分野 

 

 

（１）「海洋に関する科学技術振興」部門（担当：文部科学省） 

  ・海洋に関する科学技術分野での研究開発 

 

（２）「水産振興」部門（担当：農林水産省） 

  ・水産業の振興、水産分野の研究・技術開発 

 

（３）「海事」部門（担当：国土交通省） 

  ・海運、造船、船員、港湾、海上保安等海事関係事業の振興 

 

（４）「自然環境保全」部門（担当：環境省） 

  ・海洋に関する自然環境の保全 


